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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　保湿剤を含まない２プライ１組のティシュペーパーであって、
　１プライ当たりの坪量が１２．５～１６．０ｇ／ｍ2であり、
　乾燥引張強度縦が２６２～３１２ｃＮ／２５ｍｍであり、かつ、横方向の乾燥引張強度
に対する縦方向の乾燥引張強度の比（縦／横）が３．８～５．１であり、
　水平台上に二つ折りにした５組のティシュペーパーを重ね、その上に、平坦で表裏平滑
なステンレス製１８７ｇの金属板を載せて定常となった位置を基準位置とし、この定常位
置を初期状態として、前記金属板上におもりを載せて荷重を０．９８Ｎまで０．１９６Ｎ
ずつ負荷したものについて、基準位置からの変位量を測定し、各荷重にて得られた変位量
をプロットし、プロット点を直線で近似して、１組あたりに換算した傾きを算出して得ら
れる剛性値が２．５～２．８であり、
　ピンオンプレート型摩擦試験装置の水平なプレート上にティシュペーパーを二つ折りの
状態で載せ、その長手方向の一方側縁部を固定し、そのティシュペーパー上を、固定方向
から非固定縁部の方向に向かって、すべり速度１．０ｍｍ／ｓ、垂直荷重Ｆを５０ｇｆ、
すべり距離５．０ｍｍの条件で感覚接触子を接触させつつ水平移動させて測定した動摩擦
係数のすべり距離４～５ｍｍにおける平均値である動摩擦係数平均値に対する剛性値の比
（剛性値／動摩擦係数平均値）が１．７６～２．１１である、
　ことを特徴とするティシュペーパー。
【請求項２】
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　水分率と剛性値を乗じたもの（水分率×剛性値）が１２．９３以下である、請求項１記
載のティシュペーパー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ティシュペーパーに関し、特に、保湿剤が塗布されていないティシュペーパ
ーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ティシュペーパーには、ポリオール等の保湿剤が原紙に外添により付与されたものと、
保湿剤が付与されていないティシュペーパーに大別することができる。
【０００３】
　保湿剤が付与されたものは保湿ティシュー、薬液付与タイプのティシューなどと称され
、その保湿剤による吸湿作用によって、水分率が高められ、柔らかさや滑らかさが向上さ
れている。
【０００４】
　これに対して、保湿剤が付与されていないティシュペーパーは、汎用ティシュー、汎用
タイプなどとも称されるコストが重視される製品が主であるが、保湿剤が付与されていな
いティシュペーパーのなかでも比較的高坪量で保湿ティシューが属するような高品質カテ
ゴリーに属する高品質品もある。これらは非保湿ティシュー、非保湿系ティシューなどと
総称されることもある。
【０００５】
　薬液付与タイプのティシュペーパーは、保湿剤の効果による主に水分率の上昇によって
柔らかさが向上され洟かみ、フェイシャル用途に特化している。
【０００６】
　一方、非保湿ティシューにおいても、特に汎用タイプでは、埃、塵の拭取りなどにも用
いられるものの、洟かみ、フェイシャル用途に用いられる頻度は非常に高い。非保湿ティ
シューの特に高品質品では、保湿ティシューと同様に主には、洟かみ、フェイシャル用途
に使用されることが多い。
【０００７】
　このように非保湿ティシューにおいても、汎用タイプであるか高品質品であるかに関わ
らず洟紙、フェイシャル用途に使用される頻度は、非常に高く、その肌触りのよさは需用
者において求められるところである。
【０００８】
　しかしながら、従来、ティシュペーパーの肌触りなどの品質評価は、保湿ティシューで
あるか非保湿ティシューであるかに関わらず、単純な人の肌によって「柔らかさ」、「滑
らかさ」、「厚み感」といった各々の官能評価試験によって行なわれてきた。しかし、こ
のような評価方法では、定量的な評価が難しい。また、水分率の上昇が大きく官能性の評
価に影響を与える保湿ティシューと、水分率を上昇させる保湿剤を含まない非保湿ティシ
ューとでは、必ずしも官能性に与えるティシュペーパーの物性が同様ではないとも考えら
れる。このため、上記の官能評価に基づく設計ではより高品質の非保湿ティシュペーパー
を設計することが困難であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第４５７０６６９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　つまり、従来のティシュペーパーの品質評価のための官能評価の手法は、柔らかさ、滑
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らかさ、厚み感、強度などの個々の評価を基準試料との比較で行い、個々の評価を点数化
してその総和を評価値とするのが一般的であった。しかし、係る評価は、基準試料に対す
る良し悪ししか判断できず、また、ある人が滑らかさと感じるものを他のものが柔らかい
と感じている可能性があるなど、定量的で横断的な品質評価が困難であった。
　そこで、試料となる各種ティシュペーパーを、被験者毎に無作為の順で渡し、被験者に
、洟をかむ、手で触る、清拭を行なうなど、被験者自身が決定した自由な方法でそのティ
シュペーパーを使用し、その被験者の自由な使用態様のもと、試料となる各ティシュペー
パーの「肌触り」を「好む」、「好まない」の基準のみで、順位付けをすることとし、そ
の順位付けされた各試料について点数の総和である官能評価値によれば、ティシュペーパ
ーを自由な使用態様で使用した際の第一印象を評価し、使用時の官能性を顕著に表す従来
法にない評価ができる。
　そこで、本発明の主たる課題は、肌触りに関する消費者の官能評価値がこれまでになく
非常に高い非保湿ティシュペーパーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するための手段は次のとおりである。
【００１２】
　本発明の第１の形態は、
　保湿剤を含まない２プライ１組のティシュペーパーであって、
　１プライ当たりの坪量が１２．５～１６．０ｇ／ｍ2であり、
　乾燥引張強度縦が２６２～３１２ｃＮ／２５ｍｍであり、かつ、横方向の乾燥引張強度
に対する縦方向の乾燥引張強度の比（縦／横）が３．８～５．１であり、
　水平台上に二つ折りにした５組のティシュペーパーを重ね、その上に、平坦で表裏平滑
なステンレス製１８７ｇの金属板を載せて定常となった位置を基準位置とし、この定常位
置を初期状態として、前記金属板上におもりを載せて荷重を０．９８Ｎまで０．１９６Ｎ
ずつ負荷したものについて、基準位置からの変位量を測定し、各荷重にて得られた変位量
をプロットし、プロット点を直線で近似して、１組あたりに換算した傾きを算出して得ら
れる剛性値が２．５～２．８であり、
　ピンオンプレート型摩擦試験装置の水平なプレート上にティシュペーパーを二つ折りの
状態で載せ、その長手方向の一方側縁部を固定し、そのティシュペーパー上を、固定方向
から非固定縁部の方向に向かって、すべり速度１．０ｍｍ／ｓ、垂直荷重Ｆを５０ｇｆ、
すべり距離５．０ｍｍの条件で感覚接触子を接触させつつ水平移動させて測定した動摩擦
係数のすべり距離４～５ｍｍにおける平均値である動摩擦係数平均値、に対する剛性値の
比（剛性値／動摩擦係数平均値）が１．７６～２．１１である、
　ことを特徴とするティシュペーパーである。
【００１３】
　本発明の第２の形態は水分率と剛性値を乗じたもの（水分率×剛性値）が１２．９３以
下である、上記第１の形態のティシュペーパーである。
【発明の効果】
【００１４】
　以上の本発明によれば、肌触りに関する消費者の官能評価値がこれまでになく非常に高
い非保湿ティシュペーパーが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る剛性値の測定方法を説明するための図である。
【図２】本発明に係る動摩擦係数平均値の測定方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を説明する。
【００１７】



(4) JP 6566923 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

　本発明に係るティシュペーパーは、非保湿タイプ、非保湿ティシューなどとも称される
、保湿剤を塗布等の外添等によって含まないティシュペーパーである。なお、本発明にお
ける保湿剤とは、吸湿効果によって水分率を向上させることを主目的として、ティシュペ
ーパーに含ませるものであり、保湿ティシューであるかそうでない汎用ティシューである
かに関わらず用いられる内添剤としての柔軟剤や紙質改善剤は、若干の保湿効果があるも
のであってこれは意味しない。
【００１８】
　なお、本発明において外添剤として用いない保湿剤は、グリセリン、ジグリセリン、プ
ロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、ポリエチレングリコール、ソルビト
ール、グルコース、キシリトール、マルトース、マルチトール、マンニトール、トレハロ
ースといった吸湿性を主たる効果とするものである。
【００１９】
　このティシュペーパーのプライ数及び組数は、２プライ１組であり、１プライあたりの
坪量が、１２.５～１６．０ｇ／ｍ2である。坪量が、１２．５～１６．０ｇ／ｍ2であれ
ば本発明の効果を奏する。紙厚は、本発明では必ずしも限定されるわけではないが、下記
の測定方法において２プライで１３０～２１０μｍの範囲にあるものが望ましい。本発明
の効果を奏しやすい。
【００２０】
　本発明における坪量とは、ＪＩＳ　Ｐ　８１２４（１９９８）に基づいて測定した値を
意味する。また、紙厚の値は、試験片をＪＩＳ Ｐ ８１１１（１９９８）の条件下で十分
に調湿した後、同条件下でダイヤルシックネスゲージ（厚み測定器）「ＰＥＡＣＯＣＫ 
Ｇ型」（尾崎製作所製）を用いて測定した値である。具体的手順は、プランジャーと測定
台の間にゴミ、チリ等がないことを確認してプランジャーを測定台の上におろし、前記ダ
イヤルシックネスゲージのメモリを移動させてゼロ点を合わせ、次いで、プランジャーを
上げて試料を試験台の上におき、プランジャーをゆっくりと下ろしそのときのゲージを読
み取る。このとき、プランジャーをのせるだけとする。プランジャーの端子は金属製で直
径１０ｍｍの円形の平面が紙平面に対し垂直に当たるようにし、この紙厚測定時の荷重は
、約７０ｇｆである。測定を１０回行って得られる平均値とする。
【００２１】
　他方、本発明に係るティシュペーパーは、横方向の乾燥引張強度に対する縦方向の乾燥
引張強度の比（縦／横）が３．８～５．１であり、剛性値が２．０～２．８であり、動摩
擦係数平均値に対する剛性値の比（剛性値／動摩擦係数平均値）が１．７６～２．１１で
ある。本発明に係るティシュペーパーは、この縦横比と、剛性値と、剛性値／動摩擦係数
平均値とが各々上記範囲を満たすと非保湿ティシュペーパーでありながら極めて優れる肌
触りを示すものとなる。
【００２２】
　ここで、本発明に係る乾燥引張強度は、ＪＩＳ　Ｐ　８１１３（１９９８）の引張試験
に基づいて測定した値をいう。
【００２３】
　また、剛性値は、次のようにして測定した圧縮剛性の値である。まず、図１に示すよう
に、水平台３の上に二つ折りにした５組のティシュペーパーを重ねて試料４とし、その上
に、平坦で表裏平滑なステンレス製１８７ｇの金属板５を載せて定常となった位置を基準
位置とする。次にこの定常位置を初期状態として、上記金属板５の上におもり６を載せて
荷重を０．９８Ｎまで０．１９６Ｎずつ負荷したものについて、基準位置からの変位量Ｄ
を測定する。各荷重にて得られた変位量をプロットし、プロット点を直線で近似して、１
組あたりに換算した傾きを各ティシュペーパーサンプルの圧縮剛性として算出する。なお
、基準位置からの変位量の測定は、図１に示すように、レーザ測定器８によって測定する
。測定にあたっては、光源は赤色半導体レーザ、波長は６７０ｎｍ、出力は最大１７０μ
Ｗ、スポット径約φ２μｍ、分解能０．０１μｍとすれば十分な精度となる。係るレーザ
測定器としては、キーエンス製ダブルスキャン高精度レーザ測定器ＬＴ９０００シリーズ
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が挙げられ、特に、キーエンス製ダブルスキャン高精度レーザ測定器ＬＴ-９０１０Ｍに
よって測定することができる。
【００２４】
　他方、本発明に係る水分率は、製品の水分率であり、ＪＩＳ　Ｐ　８１１１（１９９８
）の条件下で試料を調湿した後、ＪＩＳ　Ｐ　８１２７（１９９８）に準じて測定した値
である。
【００２５】
　また、本発明に係るティシュペーパーは水分率と剛性値を乗じたもの（水分率×剛性値
）が１２．９３以下であるであるのが望ましい。
【００２６】
　ＭＭＤの測定は、摩擦子の接触面を所定方向に２０ｇ／ｃｍの張力が付与された測定試
料の表面に対して２５ｇの接触圧で接触させながら、張力が付与された方向と略同じ方向
に速度０．１ｃｍ／ｓで２ｃｍ移動させ、このときの、摩擦係数を、摩擦感テスター　Ｋ
ＥＳ－ＳＥ（カトーテック株式会社製）を用いて測定する。その摩擦係数を摩擦距離（移
動距離＝２ｃｍ）で除した値がＭＭＤである。摩擦子は、直径０．５ｍｍのピアノ線Ｐを
２０本隣接させてなり、長さ及び幅がともに１０ｍｍとなるように形成された接触面を有
するものとする。接触面には、先端が２０本のピアノ線Ｐ（曲率半径０．２５ｍｍ）で形
成された単位膨出部が形成されているものとする。
【００２７】
　また、本発明に係る動摩擦係数平均値の測定は、動摩擦係数平均値測定装置であるピン
オンプレート型摩擦試験装置を用いて測定することができる。ピンオンプレート型摩擦試
験装置としては、すべり速度が０．１～１００．０ｍｍ／ｓ、垂直荷重が０～１ｋｇｆ、
すべり距離が１～２００ｍｍから各々適宜選択できるものであればよい。
【００２８】
　本発明に係る動摩擦係数平均値の測定は、図２に示すように、まず、前記ピンオンプレ
ート型摩擦試験装置１の水平なプレート２１上に十分な大きさの試料となるティシュペー
パー１０を二つ折りの状態で載せてその長手方向の一方側縁部１１を治具２２等によって
固定する。その後に、そのティシュペーパー１０上を、固定方向から非固定縁部１２の方
向（図中Ｘ方向）に向かって、すべり速度１．０ｍｍ／ｓ、垂直荷重Ｆを５０ｇｆ、すべ
り距離５．０ｍｍの条件で接触子２３を接触させつつ水平移動させ、この際の動摩擦係数
の平均値を測定する。動摩擦係数平均値とは、各ティシュペーパーサンプルのすべり距離
４～５ｍｍにおける動摩擦係数の平均値である。なお、上記すべり速度、垂直荷重Ｆ、す
べり距離は、接触力センサー（ＨａｐＬｏｇ）によって、被験者５名がティシュペーパー
を使用する際の操作、例えば、手でティシュペーパーを掴む、肌触りを確かめるために擦
るといった操作を行なった際のすべり速度、垂直荷重Ｆ、すべり距離を測定した値に基づ
いて決定された値である。また、本試験はＭＤ方向、ＣＤ方向を区別する必要はない。
【００２９】
　測定条件は、実験室温２０℃、実験室湿度２０ＲＨ％、潤滑状態は大気中無潤滑である
。また、測定試料は、２５℃， ２０％ＲＨ のチャンバに２４時間放置し、試験に供する
。なお、測定に際し、接触子２３の移動は、往復摺動させるのではなく、一方摺動して行
なう。また、接触子２３は、人の指先程度以上の接触面積、人の指程度の硬度の軟質ウレ
タン素材で、さらにそのウレタン素材に人の指紋程度の溝を移動方向と直交する方向に沿
って複数形成したものであり、下記「感覚接触子」とする。この測定を行なう装置の具体
例としては、例えば、株式会社トリニティラボ社製、トライボマスター ＴＹＰＥ μｖ１
０００が挙げられる。この装置において接触子を同社製のオプションの「感覚接触子」と
して測定すればよい。
【００３０】
　ここで、本発明に係るティシュペーパーにおいて、縦横比と、剛性値と、剛性／動摩擦
係数平均値とが各々上記範囲を満たすと非保湿ティシュペーパーでありながら極めて優れ
る肌触りを示すものとなり、さらに、水分率と剛性値を乗じたもの（水分率×剛性値）が
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本発明の数値範囲内であるとより肌触りに優れるものとなることについて説明する。
【００３１】
　本発明者らは、まず、現在入手できる多数のティシュペーパーについて、官能評価試験
を行うととともに、本発明に係る動摩擦係数平均値を含め、滑らかさ及び柔らかさに影響
を与えるであろう摩擦に関する種々の測定を行った。
【００３２】
　官能評価試験は、試料となる各種ティシュペーパーを、被験者毎に無作為の順で渡し、
被験者に、洟をかむ、手で触る、清拭を行なうなど、被験者自身が決定した自由な方法で
そのティシュペーパーを使用し、その被験者の自由な使用態様のもと、試料となる各ティ
シュペーパーの「肌触り」を「好む」、「好まない」の基準のみで、順位付けをすること
とし、官能評価値は、その順位付けされた各試料について点数の総和を値とした。なお、
従来のティシュペーパーの品質評価のための官能評価の手法は、柔らかさ、滑らかさ、厚
み感、強度などの個々の評価を基準試料との比較で行い、個々の評価を点数かしてその総
和を評価値とするのが一般的であった。しかし、係る評価は、基準試料に対する良し悪し
しか判断できず、また、ある人が滑らかさと感じるものを他のものが柔らかいと感じてい
る可能性があるなど、定量的で横断的な品質評価が困難であった。本発明に係る官能評価
試験は、ティシュペーパーを自由な使用態様で使用した際の第一印象を評価し、使用時の
官能性を顕著に表す従来法にない利点がある。
【００３３】
　他方で、上記のとおり従来の官能評価は、基準試料との比較が主であるため、官能評価
と紙質パラメータとの関係について正確に把握することが困難であったが、本発明に係る
官能評価試験は、使用者間の差がなく使用時の官能性を顕著に表すことになるため、この
官能評価値と、紙質パラメータとの相関を分析すれば、精度よく肌触りに強い影響を表す
紙質パラメータを精度よく探ることができる。
【００３４】
　そして、上記摩擦に関する測定値及び一般的な紙質パラメータと本発明に係る上記官能
評価試験結果との相関について、単回帰分析及び重回帰分析により分析したところ、本発
明に係る動摩擦係数平均値が官能評価値との相関が極めて高いことが確認され、官能評価
値と動摩擦係数平均値に関する一定の回帰式を得るに至った。
【００３５】
　次に、非保湿ティシューと保湿ティシューと紙質パラメータと上記動摩擦平均値との相
関を比較してみると、水分率が高い保湿ティシューに関しては水分率が大きく影響を及ぼ
すが、非保湿ティシューでは製品間の水分率の差がさほどではなく、水分率以外の紙質パ
ラメータとの相関も予測された。
【００３６】
　そこで、さらに非保湿ティシューにおいて動摩擦係数平均値に影響を与える紙質パラメ
ータを分析すべく重回帰分析を行なった。まず、市販品も含め現在入手できる非保湿のテ
ィシュペーパーの紙質パラメータとして、紙厚、縦方向及び横方向の乾燥引張強度、横方
向の湿潤引張強度、算術平均粗さ及び算術平均うねりを測定し、これらとの回帰分析を行
なったが、強い相関が見られなかった。そこで、本発明者等は、新たな紙質パラメータと
して、ティシュペーパーが多数の繊維の絡みによって形成されていることと、ティシュペ
ーパーの使用者が、使用の際に指でティシュペーパーを摘んだり、揉んだり、鼻回りに押
し当てる操作を行なうことからして、ティシュペーパーの厚み方向の何らかの変位が繊維
の絡み具合に影響を与え表面の繊維密度に変化をもたらし摩擦に影響を与えると予測し、
厚み方向の変位を上記のとおり測定し剛性値と定義した。
【００３７】
　そして、再度、動摩擦係数平均値と、水分率、紙厚、縦方向及び横方向の乾燥引張強度
、横方向の湿潤引張強度、算術平均粗さ、算術平均うねり、密度、剛性値といった紙質パ
ラメータとに関して、独立変数を選定し、ステップワイズ法による重回帰分析によって分
析したところ、メカニズムは明らかではないものの上記剛性値がもっともよく動摩擦係数
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る動摩擦係数平均値は、予測どおり上記測定方法による剛性値によって説明できることが
明らかになり、剛性値の増加が動摩擦係数平均値の低減に有効であることが確認された。
そして、上記回帰式に基づいて本発明者らはこれまでのティシュペーパーにおいて達成し
ていない剛性値の範囲のティシュペーパーを設計するとの思想のもと、本発明に係るティ
シュペーパー、つまり、剛性値が２．０～２．８であり、負の相関を示す動摩擦係数平均
値に対する正の相関を示す剛性値の比（剛性値／動摩擦係数平均値）が１．７３～２．１
１であるティシュペーパーを完成にするに到ったのである。
【００３８】
　そして、上記剛性値等の本発明に係るティシュペーパーを製造するにあたっては、特に
縦横比を比較的高い本発明に係る範囲にするがよい。また水分率と剛性値を乗じたもの（
水分率×剛性値）が１２．９３以下であるであると、水分率の要素が加わりより確実に高
い評価の品質となる。さらに、本発明に係る剛性値は、原料パルプの配合割合、特にＮＢ
ＫＰとＬＢＫＰとの配合割合の調整、ドライクレープ付与時におけるブレードの角度の調
整し、さらに、柔軟剤化合物、湿潤紙力剤、乾燥紙力剤を使用して、ティシュペーパーを
製造することで達成できることを知見した。特に、抄紙に用いるバルキーワイヤーのメッ
シュを調整するとより本発明の剛性値を達成しやすいことを知見した。バルキーワイヤー
のメッシュを通常のティシュペーパーで用いるものよりも細かいものとすると本発明の剛
性値のティシュペーパーを製造することが容易となる。バルキーワイヤーのメッシュの調
整により、紙の表面層に位置する繊維量と紙層の粗密を調整することができることによる
と考えられる。
【実施例】
【００３９】
　次いで、本発明に係るティシュペーパーの実施例について詳述する。
【００４０】
　下記表１は、本発明に係るティシュペーパー（実施例１～５）と、従来市販品のティシ
ュペーパー（比較例１～８）の物性値及び官能評価値を示したものである。各物性値及び
官能評価値は上述の測定法に従っている。なお、実施例１～５及び比較例１～５は、保湿
剤を含まない非保湿ティシュペーパー、比較例６～８は保湿剤を含む保湿ティシュペーパ
ーである。
【００４１】
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【表１】

【００４２】
　本発明の実施例に係るティシュペーパーは、次のようにして作製した。まず、市販品で
ある比較例１～比較例５の非保湿ティシュペーパー、及び、比較例６～８に係る保湿ティ
シュペーパーについて、本発明に係る官能評価試験を行なった。この官能評価試験は、上
記のとおり無作為順で肌触りのみを順位付けするというものであり、被験者３０名で点数
を１点から５点で評価することとした。つまり、各例は最低３０点～最高１５０点の間で
点数付けされる。表中の官能評価値が、係る官能評試験の点数である。そして、この官能
評価値と、各例の紙質パラメータとのとの相関を回帰分析し、動摩擦係数平均値が官能評
価値を最も説明できる紙質パラメータであることを確認した。表中の動摩擦係数平均値が
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、その測定値である。さらにこの動摩擦係数平均値と、相関の高い紙質パラメータを回帰
分析し、剛性値との高い相関を確認した。
【００４３】
　また、比較例１～５と同様の手法で保湿ティシュペーパーに係る比較例６～８について
も動摩擦係数平均値と相関のある紙質パラメータを回帰分析し、水分率が説明できる紙質
パラメータであることも確認した。
【００４４】
　そして、実施例１～５及び比較例１～５に係る水分率と、比較例６～８の水分率を比較
して、非保湿ティシュペーパーでは、動摩擦係数平均値に対する水分率の寄与は少ないこ
とを確認した。
【００４５】
　本発明に係る実施例１～５は、上記の比較例１～５に係る動摩擦係数平均値と剛性値と
の回帰分析により得られた回帰式に基づいて、従来市販品にはない高い剛性値の範囲を特
定し、当該範囲となるティシュペーパーをまず作製した。次いで、この作製したティシュ
ペーパーの水分率が、比較例１～５とさほどの相違がないことを確認した。
【００４６】
　かくして、非保湿ティシュペーパーと称される程度の水分率で従来市販品にはない剛性
値としたティシュペーパーを実施例１～５とした。
【００４７】
　次いで、この実施例１～５の動摩擦係数平均値の測定と上記官能評価試験を行なったと
ころ期待通りに、動摩擦係数平均値については概ね比較例より小さく、また、官能評価値
を良好な結果が得られた。
【００４８】
　以上の実施例に係る試験により示されるとおり、本発明に係るティシュペーパーは特有
の剛性値を有し、消費者の官能評価値がこれまでになく非常に高い非保湿ティシュペーパ
ーとなっている。
【符号の説明】
【００４９】
　１…動摩擦係数平均値測定装置、１０…ティシュペーパー試料、２１…プレート、２２
…治具、２３…接触子、３…水平台、４…試料、５…金属板、６…おもり、Ｄ…変位量、
８…レーザ測定器。
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